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「聞
こ
え
」の
項
目
を
追
加

し
、
市
独
自
の
聴
力
健
診
事

業
を
創
設
す
る
こ
と
な
ど

も
要
望
し
ま
し
た
。 

 

教
育
環
境
の
充
実
で

は
、
30
人
以
下
学
級
の
実

現
、
小
中
学
校
の
統
廃
合
を

行
わ
な
い
こ
と
、
不
登
校
児

童
生
徒
の
学
校
や
家
庭
以

外
で
の
子
ど
も
た
ち
の
居
場

所
つ
く
り
を
求
め
ま
し
た
。 

 

公
共
交
通
の
拡
充
で
は
、

石
動
駅
で
の
折
り
返
し
運

転
を
は
じ
め
、
通
勤
通
学
時

間
帯
の
電
車
の
増
便
、
石
川

方
面
へ
の
利
便
性
の
向
上
、

県
境
で
の
大
雪
時
の
影
響
軽
減
対
策
な
ど
を
、
県
や
あ
い
の
風
と
や

ま
鉄
道
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
要
望
し
ま
し
た
。 

平
和
首
長
会
議
に
参
加
し
て
い
る
小
矢
部
市
と
し
て
、
岸
田
政
権

に
よ
る
軍
事
費
倍
増
、
敵
基
地
攻
撃
能
力
の
保
有
な
ど
憲
法
破
壊
の

暴
挙
に
反
対
す
る
こ
と
も
求
め
ま
し
た
。 

 
小
矢
部
市
の
12
月
議
会
で
、
市
内
運
送
業
者
に
支
援
金
を
支
給

す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。
燃
料
価
格
高
騰
の
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
で
す
。
国
の
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
ま
す
。 

 

富
山
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
登
録
済
の
車
両
で
、
２
０
２
２
年
４
月

か
ら
９
月
ま
で
の
月
間
平
均
走
行
距
離
が
２
千
㎞
以
上
５
千
㎞
未
満

は
１
台
２
万
円
、
５
千
㎞
以
上
は
１
台
５
万
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

市
内
に
本
社
・支
社
・営
業
所
を
置
く
事
業
所
25
社
に
対
し
、
市
が
直

接
案
内
し
ま
す
。
対
象
の
車
両
は
３
２
７
台
で
す
。 

 

    

日
本
共
産
党
小
矢
部
市
委
員
会
は
12
月
27
日
、
桜
井
市
長
に
２
０
２
３
年
度

予
算
に
対
し
て
76
項
目
の
要
望
を
し
ま
し
た
。 

福
祉
社
会
の
充
実
で
は
、
加
齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
に
係
わ
る
小
矢
部
市

独
自
の
支
援
制
度
創
設
を
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
も
っ
と
多
く
の
人
が
利
用
で
き
る

よ
う
に
所
得
制
限
の
緩
和
な
ど
拡
充
を
図
る
こ
と
、
各
種
健
康
診
査
等
の
問
診
票
に

 
 

桜井市長(右端)に要望する砂田喜昭委員長(右から２人目)、

上田由美子市議(同３人目)ら ＝12月27日、市役所 

【上
田
市
議
】
２
０
２
３
年
10
月
か
ら
消
費
税

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が

実
施
さ
れ
る
と
、
売
上
１
千
万
円
以
下
の
免
税
事

業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。
免
税
事
業
者
は
イ
ン
ボ
イ
ス
す
な
わ
ち
適
格

請
求
書
（税
務
署
に
登
録
が
必
要
）を
発
行
で
き

な
い
た
め
、
取
引
業
者
は
売
上
の
消
費
税
か
ら
仕

入
な
ど
の
消
費
税
を
差
し
引
け
ず
、
納
め
る
消
費

税
が
多
く
な
る
か
ら
で
す
。
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含

む
小
規
模
事
業
者
が
影
響
を
受
け
ま
す
。
小
矢

部
市
で
は
、
物
品
納
入
・水
道
工
事
受
注
・学
校

給
食
で
の
地
元
食
材
納
入
農
家
な
ど
の
免
税
事

業
者
が
、
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
ま
せ
ん
か
。 

免
税
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
よ
う

求
め
る
と
と
も
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
実
施
の
中

止
を
国
に
求
め
る
こ
と
を
要
望
し
ま
す
。 

【総
務
部
長
】市
発
注
の
工
事
、
委
託
業
務
や
物

品
購
入
な
ど
に
つ
い
て
、
一
般
会
計
や
国
保
事
業
・

後
期
高
齢
者
医
療
事
業
な
ど
特
別
会
計
は
消
費
税

法
の
特
例
に
よ
っ
て
申
告
義
務
が
な
い
こ
と
か
ら
、

取
引
業
者
が
免
税
事
業
者
の
場
合
は
従
前
と
同
様

の
請
求
書
で
対
応
で
き
る
。 

上
下
水
道
の
企
業
会
計
に
つ
い
て
は
民
間
事
業

者
と
同
様
に
消
費
税
の
申
告
納
付
が
必
要
な
の
で
、

取
引
相
手
か
ら
の
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
と
な
る
。
し

か
し
国
か
ら
の
通
知
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
資
格

の
あ
る
こ
と
を
、
入
札
参
加
資
格
と
す
る
こ
と
は
適

当
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
免
税
事
業
者
を

排
除
す
る
こ
と
は
な
い
。
仮
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
、
市
の
消
費
税
負
担
が
増

え
る
が
、
す
べ
て
の
事
業
者
は
課
税
事
業
者
な
の
で

市
へ
の
影
響
は
少
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
民
間
事
業
者
同
士
の
取
引
に
影
響
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
免
税
事
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
と
な
る
か
否
か
を
適
切
に
判
断
で
き
る
よ
う

に
、
市
商
工
会
と
連
携
し
な
が
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
普
及
啓
発
、
情
報
の
周
知
に
努
め
た
い
。 

【上
田
市
議
】
国
で
は
軍
事
費
２
倍
化
の
た
め
、

増
税
と
社
会
保
障
費
削
減
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
免
税
業
者
を
課
税
業
者
に
し
て
消
費
税
の
税

収
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
免

税
業
者
に
不
利
益
を
与
え
な
い
こ
と
を
重
ね
て

求
め
る
。 

  

【上
田
市
議
】
認
知
症
の
人
が
行
方
不
明
に

な
っ
た
時
に
、
探
し
て
保
護
す
る
「Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」と
い
う
制
度
が
自
治
体
ご
と
に
作
ら

れ
、
事
前
登
録
を
し
た
人
の
家
族
は
「探
す
手
段

が
増
え
た
の
は
心
強
い
」と
喜
ん
で
い
ま
す
。 

ま
た
、
認
知
症
の
人
が
徘
徊
中
に
起
こ
し
た
事

故
で
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
、
公
費
で

加
入
す
る
賠
償
保
険
制
度
が
あ
り
ま
す
。
導
入

し
た
自
治
体
は
県
内
で
10
市
町
村
で
す
が
、
小

矢
部
市
は
導
入
し
て
い
ま
せ
ん
。
JR
事
故
で
家

族
の
介
護
責
任
が
問
わ
れ
大
き
な
問
題
に
な
り

ま
し
た
。
最
高
裁
判
決
で
は
JR
の
賠
償
請
求
は

退
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
準
監
督
義
務
者
と
し
て
家

族
な
ど
の
責
任
が
問
わ
れ
る
余
地
が
残
っ
た
た

め
、
こ
の
制
度
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

小
矢
部
市
で
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
登
録
し

た
人
は
何
人
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
方
た
ち
が
賠
償

保
険
制
度
に
加
入
し
た
場
合
、
小
矢
部
市
の
費

用
は
ど
れ
だ
け
で
す
か
。 

 

【民
生
部
長
】小
矢
部
市
は
高
齢
者
徘
徊
見
守

り
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。
行
方
不
明
者
を
探
す
た

め
、
２
５
０
事
業
所
に
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
。 

徘
徊
恐
れ
の
あ
る
方
の
事
前
登
録
は
行
っ
て
い
な

い
。
年
２
回
認
知
症
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
て
お

り
、
令
和
４
年
６
月
の
調
査
に
お
い
て
、
徘
徊
の
恐

れ
や
不
安
の
あ
る
方
は
50
人
と
把
握
し
て
い
る
。

損
害
賠
償
保
険
料
は
一
人
あ
た
り
約
２
千
円
と
聞

い
て
お
り
、
加
入
者
を
50
人
と
し
た
場
合
の
保
険

料
総
額
は
年
間
約
10
万
円
と
試
算
し
て
い
る
。
賠

償
保
険
制
度
に
つ
い
て
は
県
内
の
状
況
を
見
な
が

ら
、
予
算
編
成
の
な
か
で
検
討
し
て
い
き
た
い
。 
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